


 

 

平井一丁目・小松川四丁目 まちづくりニュース 第１号 ２０２４年 ８月 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

  

 

３年目 
以降  

２年目  

２  

②具体的に話し合う 
・整理した問題点を確認し、 

どのようなまちにして 
いくかを話し合います。 
●道路・公園 ●防災 
●土地利用  ●住環境  

・意向を踏まえて地区計画案を 
まとめます。 

①問題点を明らかにする 
まちの問題点やみなさまの 
意向を明らかにします。 １年目  

「まちづくり協議会」の設立 
２ヶ月に１回程度（年６回） 
２年間の実施を想定しています。 

④今後の目標や方針等を 
区に提言する 

話し合いの結果やアンケート 
結果をもとに、作成した目標、
方針等を区に提言書として提出
します。 

③アンケートの実施 
まとめた案を地区のみなさま
に見ていただきます。 

地区のみなさまに『まちの問題点』や『まちづくりの意向』について話し合っ
ていただき、将来像を検討していくことを考えています。その中で、将来像を実
現するための「まちのルール」を定めることを想定しています。 

まちの中には様々なルールがあり、それをみんなで守ることによってまちなみが
出来あがっています。安全で安心な暮らしやすいまちについて、みなさまと一緒に
話し合っていきたいと考えています。 

意見交換会でお話しした内容【一般的な事例】 
※当日配布した資料の抜粋です。 

今後のスケジュール  検討の進め方  

「まちづくり協議会」について  

「まちづくり協議会」は、まちの問題点解決に向けた目標や方針を検討し、 
解決するための手法などについて、地区のみなさまで話し合うための場です。 
「まちづくり協議会」は２ヶ月に１回程度(年６回)、２年間を想定しています。 

○ 地区内にお住まいの方及び土地または建物の権利をお持ちの方で、 
公募により応募された方（４ページ参照） 

○ 町会・自治会の会長や役員の方、町会・自治会から推薦された方 

○ まちの問題点や意向などを話し合う 
○ 問題点を改善するための方法などを検討する 
○ 検討状況を地域住民に伝える 

地域住民を代表して 
まちの問題点を 
明らかにする 

今後の目標、 
方針等を 

区へ提言する 

具体的なまちの将来像や 
「まちのルール」に 

ついて話し合う 

※検討状況を地域の方に 
お知らせするために適宜 
ニュースを配布します。 

参加者 

役 割 

流 れ 

⑤提言書をもとに 
手続き等に着手 

まち歩き又は 
先進事例の視察 




